
令和８年４月１日 

 

国民スポーツ大会第 47回東海ブロック大会 

派遣費支給要領 
 

１ 派遣費（宿泊費及び旅費）について 

「競技団体負担金・参加料」の入金を確認後、宿泊費概算払請求書の提出をもって、貴

団体指定口座へ競技実施日前週の木曜日に送金します。(若干前後します。) 

  

２ 旅費の算出方法について 

  近鉄「津駅」を起点として、会場地最寄り駅までの公共交通機関での往復運賃を支給し

ます。 

 

３ 宿泊費について（令和６年から定額制から料金変動制に変わりました。） 

  宿泊費は１泊２食を助成します。 

宿泊の申込は、実行委員会の指定業者からの案内に従い、お申し込みください。（競技

ごとに選択できる宿舎・料金が異なります。) 

配宿されるホテル等については基本的に１泊２食の設定となりますが、宿舎によっては

１泊朝食付きの設定しかない場合もあり、１泊２食の料金設定の宿舎で１泊朝食付きを

選択する場合と、１泊朝食付きの設定しかない宿舎を選択する場合で料金が異なります

ので、詳しくは、別紙国民スポーツ大会第 47 回東海ブロック大会宿泊料金早見表(以

下、「早見表」という。) をご参照ください。 

なお、宿泊費概算払請求書には、宿舎決定通知（または宿泊申込）の写しを添えて、参

加申込書と合わせて提出していただきます。 

 

 〇指定業者 

   名鉄観光サービス株式会社岐阜支店 

https://www.mwt.co.jp/ 

 

※１泊朝食付きの設定しかない宿舎を配宿された場合、早見表の同一宿舎先ランクの夕食

の提供ができる宿舎の 1泊2食の料金を宿泊費として支給します。 

※宿泊については、原則として指定業者により申し込むものとしますが、指定業者を利用

しない場合は、下記の宿泊費基準額に宿泊手当を加算した額を概算払いします。 

   ・宿泊費基準額 １泊・・・岐阜県：13,000円、静岡県・愛知県・三重県：12,000円 

   ・宿泊手当（夕朝食相当額 + 諸雑費）：2,400円 

 ※概算払請求書は参加申込書と合わせてご提出ください。 

 

４ 宿泊費概算払請求書の提出について 

  概算払請求書は、参加申込書の提出と合わせて締切日までに提出してください。 

  ・指定業者を利用する場合 

   概算払請求書に宿泊申し込みの写しを添えて提出してください。 

  ・指定業者を利用しない場合 

   概算払請求書を提出してください。 

 

次ページへ続く 



５ 派遣費の精算について 

  競技終了後10日以内に下記の書類を添えて精算報告をしてください。 
   

－提出書類－ 

① 別紙２精算書･･････････････派遣費送金時に送付します。 

② 別紙３宿泊実績確認書・・・派遣費送金時に送付します。 

③ 実行委員会の指定業者を利用した場合 

・宿泊先（または指定業者）の領収書の原本を提出してください。 

④ 実行委員会の指定業者を利用しない場合（独自手配） 

・宿泊先の領収書（人数、料金、食事の有無がわかる原本） 

・宿泊費単価計算シート・・・参加申込案内時のメールに添付しています。（本協会 HP

からもダウンロード可）  指定業者を利用しない場合、宿泊単価計算に使用します。 

※食事を欠食または提供がない場合、食事をした際の領収書の提出は不要です。 
  
・実行委員会の指定業者を利用しない場合 

例1   １泊朝食付き（朝食代 1,500円） 15,000円の宿舎に宿泊した場合 

         概算払額  13,000円（宿泊費基準額）+ 2,400円（宿泊手当）＝ 15,400円 

       ＜精算＞ 

宿泊手当  2,400円（夕朝食相当1,600円、諸雑費800円） 

実精算額  13,000円 +  2,400円 ＝ 15,400円  戻入はありません。 
 

例2 １泊夕朝食付き 12,000円の宿舎に宿泊した場合 

         概算払額  13,000円（宿泊費基準額）+ 2,400円（宿泊手当）＝ 15,400円 

       ＜精算＞ 

宿泊手当 800円（諸雑費800円） 

実精算額  12,000円 +  800円 ＝ 12,800円 

15,400円 - 12,800円 ＝ 2,600円は戻入となります。 
 

例3 素泊まり 10,000円の宿舎に宿泊した場合 

         概算払額  13,000円（宿泊費基準額）+ 2,400円（宿泊手当）＝ 15,400円 

       ＜精算＞ 

宿泊手当  2,400円（夕朝食相当1,600円、諸雑費800円 ＝ 2,400円） 

実精算額 10,000円 +  2,400円 ＝ 12,400円 

15,400円 - 12,400円 ＝   3,000円は戻入となります。 

 

 ６ 宿泊費等精算（戻入）時の振込先  

   

 

振込手数料は貴団体にてご負担願います。 

 

 ７ 派遣費の精算について 

ブロック大会終了後の 10日以内に、上記５の①・②・③または④の書類を添えてご報告

願います。 

本大会の申込手続き等で大変お忙しい中とは存じますが、速やかな派遣費精算のご協力

をお願いいたします。 

金融機関: 百五銀行 県庁支店 

預金種別: 普通預金 25318 

口座名義: 公益財団法人三重県スポーツ協会 


